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４ 防災指導（自治会・町内会、事業所等）
（１） 報告要領
ア 報告期限
四半期報告 ※必要に応じて報告を依頼することがあります。
翌月の10日までに報告してください。

イ 報告方法
消防業務支援システムから報告をお願いします。

ウ 報告要領
活動報告管理オペレーションマニュアルを参照していください。

（２） 各種指導方法
実践編-指導プログラムを参考にしてください。

（３） 参考資料（通知、様式、案内文 等）

資料名 保存場所

消防業務支援システムオペレーションマニュアル 消防局共通ファイルサーバー→予防課→公開→予防係（普及担当）→10_防災指導

各種資機材予約 事務処理編-資機材等の予約を参照してください。
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